
資料４－２ 

電解次亜塩素酸水の論点整理 

 

＜これまでの合同会合の審議における論点＞ 

論点１：同一地域に電解次亜塩素酸水を長期間散布しても、ダイオキシン類の生成の

問題がないか検討が必要 
論点２：電解次亜塩素酸水を散布した際に生じるハウス内の塩素ガス濃度について長

時間の実測データが必要（植物体や土壌に付着した電解次亜塩素酸水から塩

素ガスが発生し、その濃度が高くならないか） 
論点３：電解次亜塩素酸水の散布によるハウスの腐食について検討が必要 

 

＜上記論点に関して新たに提供された情報＞ 

 上記の論点の検討に資するため、新たに電解次亜塩素酸水のハウス内散布による影響

調査結果が提供された（別紙１）。 
○調査対象 

 ・試験区 

場所：鉄骨製ビニールハウス（千葉県内の野菜農家） 

築年数：15年 

使用開始時期：平成15年８月から現在まで 

使用頻度：毎年４月から11月までの８ヶ月間、週２回程度 

電解次亜塩素酸水：塩化カリウムと飲用適の水を用いて製造  

 pH2.65、有効塩素濃度40ppm 

１回あたりの散布量：約170L/10a（散布時間３分） 

 ・対照区（電解次亜塩素酸水を散布していない） 

   場所：鉄骨製ビニールハウス（電解次亜塩素酸水の影響は及ばない試験区からお

よそ3km離れた地点） 

   築年数：12年 

○調査日 

調査日：平成22年 4月 1日（気温18℃、天候くもり） 

○調査内容 

・土壌中のダイオキシン類の分析：平成22年 4月報告 

 （ハウス中央付近の表層の土（地下約５㎝まで）の土を約200gを採取し測定） 

・ハウス内塩素ガス濃度の測定：平成22年 8月報告 

（地上から約1.5mのポイントにて検知管により測定） 

・ハウスへの腐食影響に関する調査：平成22年 8月報告（目視による調査） 

 

＜論点１の検討に資する試験結果＞ 

 電解次亜塩素酸水を散布後の土壌中におけるダイオキシン類の生成についての試験結

果 

上記ハウス内の土壌（試料 A）及び電解次亜塩素酸水を散布していないハウス内

の土壌（試料 B）中のダイオキシン類の濃度を測定した結果、試料 A が

5.0pg-TEQ/g-dry、試料Bが 4.7pg-TEQ/g-dry であった。 

 



（参考） 

・ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準：1,000 pg-TEQ/g-dry 

・土壌中のダイオキシン類濃度調査結果（平成21年 環境省(別紙２)) 

 

 一般環境 

把握調査 

発生源周辺状況 

把握調査 

合計 

調査数 831 地点 242 地点 1073 地点 

平均値(pg-TEQ/g) 2.8 4.1 3.1 

濃度範囲(pg-TEQ/g) 0～190 0.00096～170 0～190 

 

＜論点２の検討に資する試験結果及び考察＞ 

電解次亜塩素酸水を散布した際に生じるハウス内塩素ガス濃度についての試験結果

及び考察 

・電解次亜塩素酸水に浸漬させた直後のカット野菜や電解次亜塩素酸水に潅水させ

た直後の土壌の有効塩素濃度を測定したデータがあり、いずれも有効塩素（HClO

や ClO-）が検出されないとの結果が得られている（別紙３、４）。その理由とし

ては、有効塩素が野菜や土壌に触れると直ちに反応し、活性の低い無機塩化物や

有機塩化物に変化するためと考えられる。また、その反応は不可逆であり、反応

後にこれらの塩化物が塩素ガスに変化する可能性は少ないと考えられる。 

・以上のことから、作物や土壌に付着した電解次亜塩素酸水由来の塩素ガスが発生

する可能性は低く、従って、ハウス内の塩素ガス濃度は、電解次亜塩素酸水散布

直後が最も高いと考えられる。 

・電解次亜塩素酸水を散布直後のハウス内塩素ガス濃度を測定した結果、0.025ppm

であった（参考 作業環境評価基準値0.5ppm）。 

 

＜論点３の検討に資する観察結果＞ 

 電解次亜塩素酸水の散布によるハウスの腐食についての観察（目視）結果 

  上記ハウス及び電解次亜塩素酸水を散布していないハウスの錆の状況は以下の

写真のとおり（別紙１・Ｐ５、６）。 

   
試験区（築15年）        対照区 (築 12年)  



参考 
 

 
電解次亜塩素酸水の過去の検討内容について 

 
 

（１）有効塩素濃度について 解決済み 

（論点） 

装置の種類により有効塩素濃度がどの程度変わるかを示す資料が必要（第６回

合同会合）。 

（対応） 

 有効塩素＊濃度について薬効及び安全性を担保できる範囲のものを特定防除

資材の対象とすることを提案（第７回合同会合）。 
 なお、特定農薬の指定にあたり要件を設けることについては、事務局より可

能と回答（第６回合同会合）。 

（論点） 

製造後、時間とともに有効塩素濃度がどの程度減少するかという情報を使用

者に対して提供すべき（第６回合同会合）。 

（対応） 

 電解次亜塩素酸水の有効塩素濃度の安定性に関する試験結果から、直射日光

が当たらないような条件であれば安定性が高いとの結論（第７回合同会合資料

10概要81）。 

 
＊ 有効塩素とは、HClO や ClO-などの反応性の高い塩素化合物で、水中では Cl2と平衡状

態にある。 
 

（２）臭素酸濃度について  解決済み 

（論点） 

 原材料の品質に関する規定がないため、臭素の多い原材料を用いた場合に電

解次亜塩素酸水中の臭素酸の濃度が高くなる可能性がある。また、現在のデー

タでは臭素酸が作物にどの程度残留するのか分からないため、ワーストケース

でどのようになるのかの確認が必要（第６回合同会合）。 

（対応） 

 原材料として食塩、塩化カリウムを用いた場合の試験結果から、塩化カリウ

ム等臭素濃度の低いものを原材料として用いるのであれば、生成する臭素酸量

は問題とはならないとの結論（第７回合同会合資料10概要82、83）。 

 

（３）亜塩素酸濃度及び塩素酸濃度について 解決済み 

（論点） 

 塩素酸及び亜塩素酸の濃度についての資料が必要（第６回合同会合）。 

（対応） 

 塩化ナトリウムを用いて製造した電解次亜塩素酸水中の塩素酸及び亜塩素

酸濃度に関する資料を提出（第７回合同会合資料10概要84）。 



 

  （４）特定防除資材の検討対象とする電解次亜塩素酸水の要件について   

→ 提案の条件で試験をスタート 

（論点） 

 不純物が生成する可能性があることから、特定農薬に指定するにあたっては、

一定の要件を設ける必要があるのではないか（第７回合同会合事務局提案）。 

（対応） 

事務局から、今後検討を行う電解次亜塩素酸水の要件について提案した。そ

の取扱いを審議した結果、以下の条件で試験をスタートすることが了承された

（第10回合同会合） 

 

「塩化カリウムまたは塩酸と飲用適の水を用いて生成された電解次亜塩素酸水

であって、pH6.5以下、有効塩素濃度10～60mg/kgのもの」 

 
（５）魚毒性試験に関する資料について  解決済み 

（論点） 

 農家等が電解次亜塩素酸水を散布した際に、魚類等へも影響がないよう確認

が必要（第６回合同会合）。 

（対応） 

 電解次亜塩素酸水のコイに対するLC50は、登録農薬における魚毒性の判定基

準に照らすと、最も魚毒性が低いA類に該当する。 

 また、水産動植物への毒性試験結果より試算した登録保留基準値は190 mg/L

となるが、仮に電解次亜塩素酸水を水田に散布した場合の環境中予測濃度（PEC 

Tier1）は 15.1 mg/L であり、これは登録保留基準に比して十分に低いことか

ら、魚類等への影響は少ないと考えられる（第９回合同会合）。 

 
（６）陰極（アルカリ）側の排水について  解決済み 

（論点） 

 電解次亜塩素酸水を生成する際の副産物である陰極側から得られる水溶液

の排水処理について確認が必要。 

（対応） 

 電解次亜塩素酸水製造装置の取扱い説明書に適切な処理方法を記載すると

の結論（第９回合同会合製造装置メーカーの報告）。 

 
（７）ダイオキシン類について  

（論点１） 

 ダイオキシン類が生成する可能性が否定できないため、同一地域に電解次亜

塩素酸水を長期間散布しても、ダイオキシン類の生成の問題がないか検討が必

要（第９回合同会合）。 
 

（対応） 

  本合同会合で検討。 



 
（８）使用に伴い発生する塩素ガス等の影響について 

（論点２） 

 作業者安全の観点から、電解次亜塩素酸水を散布した際に生じるハウス内の

塩素ガス濃度について長時間の実測データが必要（植物体や土壌に付着した電

解次亜塩素酸水から塩素ガスが発生し、その濃度が高くならないか）。 

（対応） 

本合同会合で検討。 

 

（論点３） 

 電解次亜塩素酸水の散布による、ハウスの腐食について検討が必要。 

（対応） 

 本合同会合で検討。 

 

 なお、製造中の機械から発生する塩素及び水素ガスに由来する問題について

は、特定防除資材の安全性等には直接関わらない事項であるため、合同会合で

は検討しないと整理された（第７回合同会合）。 
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１ はじめに 

  全国規模での環境中のダイオキシン類調査については、平成９年４月に施行された改

正大気汚染防止法に基づき、平成９年度から地方公共団体により大気環境モニタリング

が実施されているほか、旧環境庁においても、平成 10 年度に「ダイオキシン類全国緊急

一斉調査」で大気、公共用水域水質・底質、地下水質及び土壌について、平成 11 年度に

「平成 11 年度公共用水域等のダイオキシン類調査」で公共用水域水質・底質及び地下水

質について調査してきているところである。 

 その後、平成 12 年１月にダイオキシン類対策特別措置法（以下「法」という。）が施

行され、都道府県知事及び法の政令市（以下「政令市」という。）の長は、大気、水質

（水底の底質を含む。）及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視し、そ

の結果を環境大臣に報告することとされた。 

 これにより、法に基づく常時監視として、平成 12 年度から全国的に、大気、公共用水

域水質・底質、地下水質及び土壌のダイオキシン類に係る調査が実施されている。 

 本資料は、平成 20 年度に実施されたダイオキシン類常時監視の結果として、都道府県

知事等から環境大臣に報告されたダイオキシン類環境調査結果等を取りまとめたもので

ある。 

 

 

２ 調査地点数及び検体数 

 平成 20 年度の各環境媒体における調査地点数及び検体数を表１に示した。 

 

（１）大気 

 平成 20 年度の大気調査は、全国 799 地点、2,675 検体について行われた。 

 これらの調査地点は、平成９年度から大気汚染防止法に基づきダイオキシン類のモ

ニタリングが実施されてきた地点を考慮して、都道府県及び政令市により選定され、

調査が実施されたもののほか、環境省自らが定点調査している地点及び大気汚染防止

法政令市が独自に調査している地点を含んでいる。また、799 地点のうち 721 地点が、

年間平均値を環境基準により評価することとしている地点である。 

  

（２）公共用水域水質 

 平成 20 年度の公共用水域の水質調査は、全国 1,714 地点（河川 1,330 地点、湖沼

90 地点、海域 294 地点）、2,255 検体について行われた。 

 これらの調査地点は、水域を代表する地点を原則としつつ、ダイオキシン類の発生

源及び排出水の汚濁状況、利水状況等を考慮して、都道府県及び政令市により効果的

な監視のできる地点として選定され、都道府県、政令市のほか、一級河川のうち国の

直轄管理区間については国土交通省地方整備局によって調査が行われた。 

 

（３）公共用水域底質 

    平成 20 年度の公共用水域の底質調査は、全国 1,398 地点（河川 1,071 地点、湖沼

82 地点、海域 245 地点）、1,463 検体について行われた。 

 これらの調査地点は、公共用水域の水質調査地点と同一地点を原則としつつ、都道

府県及び政令市により水域を代表する地点として選定され、都道府県、政令市のほか、

一級河川のうち国の直轄管理区間については国土交通省地方整備局によって調査が行

－ 1 －



 

 

われた。 

 

（４）地下水質 

 平成 20 年度の地下水質調査は、概況調査が全国 634 地点、635 検体について行われ

た。これらの調査地点は、都道府県及び政令市により地域の全体的な状況が把握でき

る地点が選定され、調査が行われた。 

 なお、このほかに定期モニタリング調査（30 地点、36 検体）が実施された。 

 

（５）土壌 

 平成 20 年度の土壌調査は、一般環境把握調査が 831 地点、840 検体について、発生

源周辺状況把握調査が 242 地点、242 検体について行われた。これらの調査地点は、

ダイオキシン類の発生源の周辺を含め、一般環境における土壌中のダイオキシン類濃

度の概況を把握するため、都道府県及び政令市の区域内において調査が実施されるよ

う年次計画を立てて調査地点を選定し、調査が行われた。 

 なお、このほかに範囲確定調査（1区域 19 地点、19 検体）が実施された。 

 

 

３ 測定対象物質及び測定結果の表示方法 

 ダイオキシン類（ＰＣＤＤ、ＰＣＤＦ及びコプラナーＰＣＢのうち参考に示す異性体）

を測定対象とし、測定結果は毒性等量（ＴＥＱ）で示した。これは、各異性体の実測濃

度に毒性等価係数（ＴＥＦ）を乗じそれらを合計したものである。 

なお、平成 20 年度の調査では、毒性等価係数として WHO-TEF（2006）を用いた。 

 

 

４ 測定方法 

（１）大気 

「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」 

（平成 20 年３月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室、大気環境課） 

平成 14 年度調査からこれまでの 24 時間サンプリングによる測定方法に、１週間連 

続サンプリング方法が追加されており、多くの自治体においては、１週間連続サンプ 

リング方法による調査が行われている。 

（２）公共用水域水質及び地下水質 

     JIS K 0312 

  （工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法） 

（３）公共用水域底質 

  「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」 

  （平成 20 年３月 環境省水・大気環境局水環境課） 

（４）土壌 

  「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」 

  （平成 20 年３月 環境省水・大気環境局土壌環境課） 
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５ 調査結果 

  平成 20 年度の各環境媒体における調査結果を表１に示した。また、平成９年度から平

成 20 年度までの調査地点数及び濃度を表２に示した。 

 なお、毒性等量の算出にあたっては、大気の平成 10 年度以前の調査分については I-TEF

（1988）を、大気の平成 11 年度から平成 19 年度の調査分及びそれ以外の媒体の平成 19

年度以前の調査分については、WHO-TEF（1998）を用いている。 

 

（１）大気 

 大気については、都市計画法の規定による工業専用地域等通常住民が生活している

とは考えられない地域ではなく、かつ、夏期及び冬期を含む年２回以上の調査が実施

された地点についてのみ、年間平均値を環境基準により評価することとしている。こ

れらの調査地点は全国721地点あり、ダイオキシン類濃度の平均値は0.036pg-TEQ/m３、

濃度範囲は 0.0032～0.26pg-TEQ/m３であった。 

 大気環境基準（基準値；年間平均値 0.6pg-TEQ/m３以下）と比較すると、721 地点（一

般環境 538 地点、発生源周辺 156 地点、沿道 27 地点）の全てで環境基準を達成してい

た。これにより平成 18 年度以降、全ての測定地点で環境基準を達成していることにな

る。 

 なお、799 地点中 78 地点については、年間平均値を環境基準により評価することと

している地点ではないが、ダイオキシン類の大気中の濃度を把握する上で貴重な情報

となる。このため、これらの地点も含めた全調査地点の濃度分布を図１に示した。 

 大気汚染防止法に基づき大気環境モニタリングが開始されて以降のダイオキシン類

の大気調査の推移を表２に示した。全国のダイオキシン類濃度の平均値の経年変化を

みると、平成９年度 0.55pg-TEQ/m３、平成 10 年度 0.23pg-TEQ/m３、平成 11 年度

0.18pg-TEQ/m３、平成 12 年度 0.15pg-TEQ/m３、平成 13 年度 0.13pg-TEQ/m３、平成 14

年度 0.093pg-TEQ/m３、平成 15 年度 0.068pg-TEQ/m３、平成 16 年度 0.059pg-TEQ/m３、

平成17年度0.052pg-TEQ/m３、平成18年度0.050pg-TEQ/m３、平成19年度0.041pg-TEQ/m
３、平成 20 年度 0.036pg-TEQ/m３となっている。平成 10 年度以前はダイオキシン類の

うちＰＣＤＤ及びＰＣＤＦのみの調査であり、かつ毒性等量の算出方法が異なり、同

一地点の経年変化ではないものの、ダイオキシン類濃度は全般的に低下傾向が見られ

る。 

 ＰＣＤＤ及びＰＣＤＦについて、平成９年度から平成 20 年度にかけて環境省及び地

方公共団体が継続して調査を実施している地点における濃度の推移を表３及び図２に

示した。 

 継続調査地点は全国 36 地点あり、これらの地点における平成 20 年度のＰＣＤＤ及

びＰＣＤＦの平均値は、0.041pg-TEQ/m３（平成 19 年度:0.048pg-TEQ/m３、WHO-TEF(2006)

を用いた場合 0.042pg-TEQ/m３）であった。平成９年度の 0.61pg-TEQ/m３に比べ大幅に

低下しているが、平成 19 年度とは、同じ毒性等価係数を用いて比較すると、概ね同程

度であった（表３）。 

 

（２）公共用水域水質 

  公共用水域の水質については、1,714 地点で調査が行われ、これらの地点のダイオ

キシン類濃度の平均値は 0.20pg-TEQ/L、濃度範囲は 0.013～3.0pg-TEQ/L であり、28

地点（地点超過率：1.6％（河川 28 地点））で水質環境基準（基準値；年間平均値１
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pg-TEQ/L 以下）を超過していた。 

 継続調査地点（全国 928 地点）におけるダイオキシン類濃度の平均値は、平成 20 年

度は 0.22pg-TEQ/L であり平成 19 年度(0.24pg-TEQ/L、WHO-TEF(2006)を用いた場合 

0.23pg-TEQ/L)と概ね同程度であった（表３）。継続地点の濃度分布を図３に示した。 

 

（３）公共用水域底質 

 公共用水域の底質については、1,398 地点で調査が行われ、これらの地点のダイオ

キシン類濃度の平均値は 7.2pg-TEQ/g、濃度範囲は 0.067～540pg-TEQ/g であり、６地

点（地点超過率：0.4％（河川６地点））で底質環境基準（基準値；150pg-TEQ/g 以下）

を超過していた。 

 また、継続調査地点（全国 598 地点）におけるダイオキシン類濃度の平均値は、平

成 20 年度は 10pg-TEQ/g であり平成 19 年度（9.7pg-TEQ/g、WHO-TEF(2006)を用いた場

合 9.2pg-TEQ/L)と概ね同程度であった（表３）。継続地点の濃度分布を図４に示した。 

 

（４）地下水質 

 地下水質については、概況調査が全国 634 地点で行われ、ダイオキシン類濃度の平

均値は 0.048pg-TEQ/L、濃度範囲は 0.010～0.38pg-TEQ/L であり、水質環境基準（基

準値；年間平均値 1pg-TEQ/L 以下）を超過した地点はなかった。濃度分布を図５に示

した。       

 平成 20 年度の調査結果は、平成 19 年度（全国 759 地点、平均値 0.055pg-TEQ/L、

濃度範囲 0.0076～2.4pg-TEQ/L）と比較すると、平均値は概ね同程度であった。 

 また、汚染の継続監視等の経年的なモニタリングとして定期的に実施される定期モ

ニタリング調査は、30 地点で実施され、濃度範囲は 0.024～2.0pg-TEQ/L であり、１

地点で環境基準を超過した。 

 

（５）土壌 

 土壌については、平成 20 年度の土壌調査は、一般環境把握調査（831 地点）では、

平均値は 2.8pg-TEQ/g、濃度範囲は 0～190pg-TEQ/g、発生源周辺状況把握調査（242

地点）では、平均値は 4.1pg-TEQ/g、濃度範囲は 0.00096～170pg-TEQ/g であり、いず

れの調査でも環境基準(基準値；1,000pg-TEQ/g 以下)を超過した地点はなかった。 

一般環境中の概況を示すこれらの調査結果をあわせた 1,073 地点では、ダイオキシ

ン類濃度の平均値は 3.1pg-TEQ/g､濃度範囲は 0～190pg-TEQ/g となる。濃度分布を図

６に示した。 

 土壌環境基準を超える地点が判明した地点の周辺で、環境基準を超える土壌の範囲

および深度を確定するために実施される範囲確定調査は、１区域 19 地点、19 検体で

実施され、濃度範囲は 0.55～2,400pg-TEQ/g であった。 

 

 

６ まとめ 

（１）調査結果の評価 

 大気では、全ての地点で環境基準を達成していたが、公共用水域水質・底質では、

それぞれの環境基準を超過した地点がみられた。また、地下水質及び土壌については、

環境の一般的状況を調査（地下水質:概況調査、土壌:一般環境把握調査及び発生源周
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辺状況把握調査）した結果では、環境基準を超過した地点はなかった。 

なお、毒性等量の算出には、平成 19 年 6 月の法施行規則の改正を踏まえ、平成 20

年度調査分より、毒性等価係数(WHO-TEF(2006))を用いることとしているが、大気、公

共用水域水質・底質について継続調査を実施している地点の平均値は、毒性等価係数

の変更を考慮すると、平成 19 年度と概ね同程度であった。 

 

（２）今後の取組 

 現在、法等に基づきダイオキシン類の排出規制等が実施されており、今後とも法の

適切な運用により、ダイオキシン類の環境中への排出の一層の低減に努めることとし

ているが、常時監視についても、その適正かつ効果的な運用を図り、環境中のダイオ

キシン類濃度の実態及びその推移を的確に把握することを通じて、対策の効果の確認、

未知の発生源の把握等に資する必要がある。 

 環境基準を超過した地点等については、各地方公共団体において、現在、所要の調

査、対策が検討され、取組が行われているところであるが、平成 21 年度以降の常時監

視においても、これらの地点を考慮して、環境調査が実施されることとなる。 

 

（参考）各環境媒体における環境基準値                                  

環 境 媒 体 基 準 値 

 大 気    0.6pg-TEQ/m３以下 

  公共用水域水質    1pg-TEQ/L 以下 

  公共用水域底質   150pg-TEQ/g 以下 

 地下水質     1pg-TEQ/L 以下 

  土 壌   1,000pg-TEQ/g 以下 

  （注１）基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

  （注２）大気、公共用水域水質及び地下水質の基準値は、年間平均値とする。 

  （注３）土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量     

が 250pg-TEQ/g 以上の場合は、必要な調査を実施することとする。 

  （注４）ダイオキシン類対策特別措置法においては、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤ

Ｄ）及びポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）にコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナ

ーＰＣＢ）を含めてダイオキシン類と定義している。 

 

－ 5 －



表１　　平成２０年度ダイオキシン類に係る環境調査結果（総括表）

単位： 大気　pg-TEQ/m3

水質　pg-TEQ/L
底質　pg-TEQ/g
土壌　pg-TEQ/g

調査結果

全体 721 2,541 0 0.036 0.0032 0.26

( 799 ) ( 2,675 ) ( － ) ( 0.039 ) ( 0.0032 ) ( 2.3 )

大気 一般環境 538 1,927 0 0.035 0.0041 0.26

( 581 ) ( 2,002 ) ( － ) ( 0.035 ) ( 0.0041 ) ( 0.26 )

発生源周辺 156 516 0 0.041 0.0032 0.22

( 188 ) ( 569 ) ( － ) ( 0.055 ) ( 0.0032 ) ( 2.3 )

沿道 27 98 0 0.036 0.011 0.073

( 30 ) ( 104 ) ( － ) ( 0.034 ) ( 0.011 ) ( 0.073 )

公共用 全体 1,714 2,255 28 0.20 0.013 3.0

水域 河川 1,330 1,824 28 0.23 0.014 3.0

水質 湖沼 90 106 0 0.16 0.015 0.97

海域 294 325 0 0.078 0.013 0.99

公共用 全体 1,398 1,463 6 7.2 0.067 540

水域 河川 1,071 1,130 6 6.5 0.067 540

底質 湖沼 82 83 0 9.2 0.24 55

海域 245 250 0 9.4 0.078 130

地下水質 634 635 0 0.048 0.010 0.38

土壌 合計 1,073 1,082 0 3.1 0 190

一般環境把握調査 831 840 0 2.8 0 190

発生源周辺状況把握調査 242 242 0 4.1 0.00096 170

注１：

注２：

注３：
　　　

注４：

注５：

注６： 土壌については、このほかに範囲確定調査（1区域19地点、19検体）が実施された。

公共用水域底質の環境基準超過地点数は、年１回以上環境基準値を超過した地点数である。

調査の種類
又は地域分類　　（水域群）

大気については、環境省の定点調査結果及び大気汚染防止法政令市が独自に実施した調査結果を含む。
なお、下段（　）内は全調査地点の数値である。

平均値、最小値及び最大値は、各地点の年間平均値の平均値、最小値及び最大値である。

毒性等量の算出には、WHO-TEF(2006)を用いている。

地下水質については、このほかに定期モニタリング調査（30地点、36検体）が実施された。

環境媒体
最大値

環境基準
超過
地点数 平均値 最小値

地点数 検体数
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表２　　ダイオキシン類年度別調査地点数及び濃度
単位： 大気　pg-TEQ/ｍ

3

水質　pg-TEQ/L

底質　pg-TEQ/g
土壌　pg-TEQ/g

平成
９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

平均値 0.55 0.23 0.18 0.15 0.13 0.093 0.068 0.059 0.052 0.050 0.041 0.036
 大気 全体

濃度範囲
0.010
～1.4

0.0
～0.96

0.0065
～1.1

0.0073
～1.0

0.0090
～1.7

0.0066
～0.84

0.0066
～0.72

0.0083
～0.55

0.0039
～0.61

0.0053
～0.40

0.0042
～0.58

0.0032
～0.26

( 地点数 ) ( 68 ) ( 458 ) ( 463 ) ( 920 ) ( 979 ) ( 966 ) ( 913 ) ( 892 ) ( 825 ) ( 763 ) ( 740 ) ( 721 )

 一般環境 平均値 0.55 0.23 0.18 0.14 0.14 0.093 0.064 0.058 0.051 0.051 0.041 0.035

( 地点数 ) ( 63 ) ( 381 ) ( 353 ) ( 705 ) ( 762 ) ( 731 ) ( 691 ) ( 694 ) ( 628 ) ( 577 ) ( 565 ) ( 538 )

 発生源 平均値 0.58 0.20 0.18 0.15 0.13 0.092 0.078 0.063 0.055 0.050 0.040 0.041

 周辺 ( 地点数 ) ( 2 ) ( 61 ) ( 96 ) ( 189 ) ( 190 ) ( 206 ) ( 188 ) ( 161 ) ( 165 ) ( 158 ) ( 148 ) ( 156 )

 沿道 平均値 0.47 0.19 0.23 0.17 0.16 0.091 0.076 0.055 0.054 0.050 0.044 0.036
( 地点数 ) ( 3 ) ( 16 ) ( 14 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 34 ) ( 37 ) ( 32 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 27 )

平均値 － 0.50 0.24 0.31 0.25 0.24 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20
全体

濃度範囲 －
0.065
～13

0.054
～14

0.012
～48

0.0028
～27

0.010
～2.7

0.020
～11

0.0069
～4.6

0.0070
～5.6

0.014
～3.2

0.0097
～3.0

0.013
～3.0

公 水 ( 地点数 ) － ( 204 ) ( 568 ) ( 2,116 ) ( 2,213 ) ( 2,207 ) ( 2,126 ) ( 2,057 ) ( 1,912 ) ( 1,870 ) ( 1,818 ) ( 1,714 )

共  河川 平均値 － － 0.40 0.36 0.28 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.25 0.23

用 質 ( 地点数 ) － － ( 186 ) ( 1,612 ) ( 1,674 ) ( 1,663 ) ( 1,615 ) ( 1,591 ) ( 1,464 ) ( 1,454 ) ( 1,408 ) ( 1,330 )

水  湖沼 平均値 － － 0.25 0.22 0.21 0.18 0.20 0.17 0.18 0.18 0.16 0.16

域 ( 地点数 ) － － ( 63 ) ( 104 ) ( 95 ) ( 102 ) ( 99 ) ( 100 ) ( 89 ) ( 91 ) ( 91 ) ( 90 )

 海域 平均値 － － 0.14 0.13 0.13 0.092 0.094 0.095 0.082 0.096 0.072 0.078

( 地点数 ) － － ( 319 ) ( 400 ) ( 444 ) ( 442 ) ( 412 ) ( 366 ) ( 359 ) ( 325 ) ( 319 ) ( 294 )

平均値 － 8.3 5.4 9.6 8.5 9.8 7.4 7.5 6.4 6.7 7.4 7.2
全体

濃度範囲 －
0.10

～260
0.066
～230

0.0011
～1,400

0.012
～540

0.0087
～640

0.057
～420

0.050
～1300

0.045
～510

0.056
～750

0.044
～290

0.067
～540

底 ( 地点数 ) － ( 205 ) ( 542 ) ( 1,836 ) ( 1,813 ) ( 1,784 ) ( 1,825 ) ( 1,740 ) ( 1,623 ) ( 1,548 ) ( 1,505 ) ( 1,398 )

 河川 平均値 － － 5.0 9.2 7.3 8.5 6.3 7.1 5.6 5.8 6.6 6.5

質 ( 地点数 ) － － ( 171 ) ( 1,367 ) ( 1,360 ) ( 1,338 ) ( 1,377 ) ( 1,336 ) ( 1,241 ) ( 1,191 ) ( 1,152 ) ( 1,071 )

 湖沼 平均値 － － 9.8 11 18 13 11 9.4 8.4 9.2 10 9.2

( 地点数 ) － － ( 52 ) ( 102 ) ( 85 ) ( 86 ) ( 89 ) ( 90 ) ( 79 ) ( 84 ) ( 82 ) ( 82 )

 海域 平均値 － － 4.9 11 11 14 11 9.0 9.2 9.7 10 9.4
( 地点数 ) － － ( 319 ) ( 367 ) ( 368 ) ( 360 ) ( 359 ) ( 314 ) ( 303 ) ( 273 ) ( 271 ) ( 245 )

平均値 － 0.17 0.096 0.092 0.074 0.066 0.059 0.063 0.047 0.056 0.055 0.048
 地下水質

濃度範囲 －
0.046
～5.5

0.062
～0.55

0.00081
～0.89

0.00020
～0.92

0.011
～2.0

0.00032
～0.67

0.0079
～3.2

0.0088
～0.72

0.013
～2.2

0.0076
～2.4

0.010
～0.38

( 地点数 ) － ( 188 ) ( 296 ) ( 1,479 ) ( 1,473 ) ( 1,310 ) ( 1,200 ) ( 1,101 ) ( 922 ) ( 878 ) ( 759 ) ( 634 )

平均値 － 6.5 － 6.9 6.2 3.8 4.4 3.1 5.9 2.6 3.1 3.1
 土壌  合計

濃度範囲 －
0.0015
～61

－
0

～1,200
0

～4,600
0

～250
0

～1,400
0

～250
0

～2,800
0

～330
0

～170
0

～190

( 地点数 ) － ( 286 ) － ( 3,031 ) ( 3,735 ) ( 3,300 ) ( 3,059 ) ( 2,618 ) ( 1,782 ) ( 1,505 ) ( 1,285 ) ( 1,073 )

 一般環境 平均値 － － － 4.6 3.2 3.4 2.6 2.2 2.0 1.9 2.7 2.8

( 地点数 ) － － － ( 1,942 ) ( 2,313 ) ( 2,282 ) ( 2,128 ) ( 1,983 ) ( 1,314 ) ( 1,159 ) ( 991 ) ( 831 )

 発生源 平均値 － － － 11 11 4.7 8.4 6.0 17 5.0 4.3 4.1

 周辺 ( 地点数 ) － － － ( 1,089 ) ( 1,422 ) ( 1,018 ) ( 931 ) ( 635 ) ( 468 ) ( 346 ) ( 294 ) ( 242 )

調査の種類
または

地域分類
（水域群）

 環 境
 媒 体

大気について
（注１）平成９年～11年度は大気汚染防止法に基づく地方公共団体が実施した大気環境モニタリング調査結果（旧環境庁の調査結果を含む）である。
（注２）年間平均値を環境基準により評価することとしている地点に限る。
（注３）毒性等量の算出には、平成10年度以前は、I-TEF(1988)、平成11年度から平成19年度はWHO-TEF(1998)、平成20年度はWHO-TEF(2006)を用いている。
（注４）原則として、平成10年度以前は、各異性体の測定濃度が定量下限未満の場合は０として毒性等量を算出している。
　　　　平成11年度以降は、各異性体の測定濃度が定量下限未満で検出下限以上の場合はそのままその値を用い、検出下限未満の場合は検出下限の1/2の値を用いて
　　　　毒性等量を算出している。

公共用水域、地下水質について
（注１）毒性等量の算出には、平成19年度まではWHO-TEF(1998)、平成20年度はWHO-TEF(2006)を用いている。
（注２）各異性体の測定濃度が定量下限未満で検出下限以上の場合はそのままその値を用い、検出下限未満の場合は検出下限の1/2の値を用いて毒性等量を算出して
　　　　いる。

地下水質について
（注１）毒性等量の算出には、平成19年度まではWHO-TEF(1998)、平成20年度はWHO-TEF(2006)を用いている。

土壌について
（注１）毒性等量の算出には、平成19年度まではWHO-TEF(1998)、平成20年度はWHO-TEF(2006)を用いている。
（注２）各異性体の測定濃度が定量下限未満の場合は０として毒性等量を算出している。
（注３）地方自治体が年次計画を定めて管内の地域を調査することとしているため、調査地点は毎年異なる。
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図６　平成２０年度ダイオキシン類環境調査結果（土壌）の濃度分布

注）　毒性等量の算出には、平成19年度まではWHO-TEF(1998)、平成20年度はWHO-TEF(2006)を用いている。

一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査
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濃度（pg-TEQ/g）

地
点
数

地点数

平均値 2.8 pg-TEQ/g

最小値 0 pg-TEQ/g

最大値 190 pg-TEQ/g

平成20年度調査

831

地点数

平均値 4.1 pg-TEQ/g

最小値 0.00096 pg-TEQ/g

最大値 170 pg-TEQ/g

平成20年度調査

242

(単位：pg-TEQ/g)

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

地点数 3,031 3,735 3,300 3,059 2,618 1,782 1,505 1,285 1,073

平均値 6.9 6.2 3.8 4.4 3.1 5.9 2.6 3.1 3.1

最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最大値 1,200 4,600 250 1,400 250 2,800 330 170 190
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